
　三重県では、新型コロナウイルス感染症に対する不安の解消、感染者の早期発見などを目的に、無料 PCR検査事業
を行っています。インターネットによる申し込みまたは県内各所の配付ブースで検査キットの配付を行っていますが、健康
福祉課でも検査キットの配付をしています。

　住民税均等割非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する
給付金事業が始まりました。給付金を受給するためには、手続きが必要ですので、以下のとおりご案内いたします。

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター　☎ 0120ｰ526ｰ145　受付時間　午前 9 時～午後８時

支給額 　１世帯あたり10万円
支給対象となる世帯 　（いずれかにあてはまる世帯）
①世帯全員の令和３年度「住民税均等割が非課税」の世帯
②�新型コロナウイルスの影響により、令和３年１月以降の収入が減少し
「住民税非課税相当」（下表のとおり）の収入となった世帯（家計急
変世帯）

収入の場合 所得の場合

扶養している親族の状況 非課税相当
収入限度額

非課税相当
所得限度額

単身または扶養親族がいない場合 ９３．０万円 ３８．０万円
配偶者・扶養親族（１人）を扶養している場合 １３７．８万円 ８２．８万円
配偶者・扶養親族（計２人）を扶養している場合 １６８．３万円 １１０．８万円
配偶者・扶養親族（計３人）を扶養している場合 ２０９．７万円 １３８．８万円
配偶者・扶養親族（計４人）を扶養している場合 ２４９．７万円 １６６．８万円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ２０４．３万円 １３５．０万円
※鳥羽市の例（市町村によって異なります）

申請方法 （世帯によって異なります）
①�の世帯の場合　鳥羽市から支給にあたって
の確認書を送付していますので、必要事項
を記載のうえ返送してください。
　�※令和３年12月10日時点で鳥羽市に住民
登録がある世帯に確認書を送付しています。
②�の世帯の場合　健康福祉課生活支援係に申
請してください。
申請期限 　９月30日（金）
申請書配布先 　保健福祉センターひだまり
または市ホームページからもダウンロードでき
ます（郵送を希望されるかたは問い合わせてく
ださい）。
※�新型コロナウイルス感染症の影響ではない
収入減少により給付を申請した場合、不正
受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！
職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話（＃9110）に連絡してください。

対象者 　三重県内に居住または就業・就学している無症状の
かた。県外から帰省を予定している無症状のかた。
※発熱や咳

せき

などの症状があるかたは本検査の対象となりません。
検査について
検査方法 　唾液を用いたPCR検査　
検査にかかる費用 　無料
検査キット配付について
配付期限 　�２月10日（木）�

※土曜・日曜日を除く、午前9時～午後5時
配付場所 　�鳥羽市休日・夜間応急診療所前（保健福祉センター

ひだまりに併設）
配付方法 　�検査キットの配付には事前に電話での申し込みが

必要です。健康福祉課健康係へ連絡してください。
※�配付の時に申込書への記入や説明などで時間がかかる場合が
あります。
※�検査キットは来所による配付とし、市からの郵送は行いません。
持ち物 　身分証明書など

三重県が実施する三重県が実施する  無料 PCR 検査キットの配付 無料 PCR 検査キットの配付 についてについて

住民税非課税世帯等に対する住民税非課税世帯等に対する  臨時特別給付金臨時特別給付金（10 万円 /1 世帯）（10 万円 /1 世帯）のご案内のご案内

健康福祉課健康係   25 １１４６

健康福祉課生活支援係   25 1115

注意事項など　
※本検査で陰性証明書の発行は行いません。
※検査の申し込みは１人あたり月１回までです。
※�検査キットの受け取り後、１週間以内を目途に
検査してください。
※くわしくは三重県のホームページをご覧ください。

⑦�結果陽性時の診療　結果が陽性であった場合は、
事務局からオンラインあるいは電話による受診を案内

無料PCR検査事業の流れ
（申し込みから結果通知まで）

①申し込み　電話にて健康福祉課健康係へ申し込み

② 検査キット受け取り　休日・夜間応急診療所前に
て本人確認、申込書の記入ののち配付

⑤�検体提供　指定された方法で検体を梱包し、郵便
ポストに投函

⑥�結果通知　検査機関から③で登録したメールアド
レスなどに結果を通知

③�検査に係る個人情報登録　検査キットの中の
「PCR検査申込書」に記載されているQRコードな
どから検査機関のＷｅｂサイトに個人情報などを登録

④�検体採取　自身で唾液採取
※ 検体採取から 1 日以内に返信用封筒を使用して発送
してください

※�検査キット到着から 1 週間以内に使用してください

陽性時
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